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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して表示させるプロジェクタ装置において
、
　前記任意の投影面に表示されている状態における前記入力信号に基づく画像のコントラ
スト値を検出するコントラスト検出手段と、
　検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色に順に変換する検査
用変換手段と、
　この検査用変換手段により文字の色が順に変換される毎に、前記コントラスト検出手段
により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色を前記記憶手段に記憶
された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することにより、前記画像に含ま
れる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第１の色変換
手段と、
を備えたことを特徴とするプロジェクタ装置。
【請求項２】
　前記第１の色変換手段は、前記画像に含まれる文字の色に加え、当該文字の背景の色を
前記入力信号に基づく元の色とは異なるとともに変換後の文字色の違いに応じた色に変換
することを特徴とする請求項１記載のプロジェクタ装置。
【請求項３】
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　前記検査用変換手段は、検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色とともに文
字の背景の色を複数の検査色に順に変換し、
　前記記憶手段は、この検査用変換手段により文字の色とともに文字の背景の色が順に変
換される毎に、前記コントラスト検出手段により検出されるコントラスト値を、変換中の
検査色に対応付けて記憶し、
　前記第１の色変換手段は、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字
の色とともに文字の背景の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応
する検査色に変換することを特徴とする請求項１記載のプロジェクタ装置。
【請求項４】
　前記入力信号に基づく画像に含まれる文字部分を検出する文字検出手段を備え、
　前記第１の色変換手段は、前記文字検出手段により検出された文字部分の色を前記記憶
手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換する
ことを特徴とする請求項１乃至３いずれか記載のプロジェクタ装置。
【請求項５】
　入力された入力信号がドキュメントデータであるか否かを認識する認識手段
を更に備え、
　前記認識手段により入力信号がドキュメントデータであると認識された場合、
　前記第１の色変換手段は、前記画像に含まれる文字の色を前記記憶手段に記憶された最
も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することを特徴とする請求項１乃至４いず
れか記載のプロジェクタ装置。
【請求項６】
　当該プロジェクタは、複数の投影モードを備え、
　ユーザにより前記複数の投影モードのうち、第１の投影モードが選択されている場合、
　前記第１の色変換手段は、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字
の色とともに文字の背景の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応
する検査色に変換することを特徴とする請求項１乃至４いずれか記載のプロジェクタ装置
。
【請求項７】
　ユーザにより前記複数の投影モードのうち、前記第１の投影モードと異なる第２の投影
モードが選択されている場合、
　前記画像に含まれる文字の色とともに文字の背景の色を反転させることにより前記画像
に含まれる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第２の
色変換手段を更に備えることを特徴とする請求項６記載のプロジェクタ装置。
【請求項８】
　前記画像に含まれる文字の太さを前記入力信号に基づく元の太さ以上に増大させる太さ
変換手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至７いずれか記載のプロジェクタ装
置。
【請求項９】
　入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して表示させるプロジェクタ装置における
前記画像の投影方法であって、
　前記任意の投影面に表示されている状態における前記入力信号に基づく画像のコントラ
スト値を検出するコントラスト検出ステップと、
　検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色に順に変換する検査
用変換ステップと、
　この検査用変換手段により文字の色が順に変換される毎に、前記コントラスト検出手段
により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対応付けて記憶する記憶ステップ
と、
　前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色を前記記憶手段に記憶
された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することにより、前記画像に含ま
れる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第１の色変換
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ステップと、
を備えたことを特徴とする投影方法。
【請求項１０】
　入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して表示させるプロジェクタ装置が有する
コンピュータを、
　前記任意の投影面に表示されている状態における前記入力信号に基づく画像のコントラ
スト値を検出するコントラスト検出手段、
　検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色に順に変換する検査
用変換手段、
　この検査用変換手段により文字の色が順に変換される毎に、前記コントラスト検出手段
により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対応付けて記憶する記憶手段、
　前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色を前記記憶手段に記憶
された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することにより、前記画像に含ま
れる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第１の色変換
手段、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタ装置、投影方法及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクタ装置において、パーソナルコンピュータ等から入力した画像や文書をスク
リーン等に拡大投影するとき、スクリーン等の投影面が白色以外の色である場合には、投
影面上で本来の色を再現することができず、例えば投影した文字が見づらくなったり、画
像の色が本来とは異なる色に見えたりすることがある。
【０００３】
　これを防止して投影画面上で本来の色に近い色を再現する方法としては、例えば下記特
許文献１に記載されているように、スクリーン等の投影面の色情報を検出するとともに、
投影像における原色の混合量を、検出した色情報に基づき調整する方法がある。
【特許文献１】特開２００３－３３３６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記方法によれば投影像における色の再現性を改善することはできるが
、それには自ずと限界がある。またパーソナルコンピュータで作成される文書等を投影す
るとき、その投影面積の大部分が文字の背景（地）の部分であるのが一般的である。係る
ことから上記方法を用いたとしても、文書を投影したとき文字の視認性が低く、特に投影
面が暗い（光の反射率が低い）色である場合においては、視認性が著しく低下するという
問題があった。
【０００５】
　本発明は、かかる従来の課題に鑑みてなされたものであり、文書を投影した際における
文字の視認性を向上させることが可能となるプロジェクタ装置、投影方法及びプログラム
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するため請求項１の発明にあっては、入力信号に基づく画像を任意の投
影面に投影して表示させるプロジェクタ装置において、前記任意の投影面に表示されてい
る状態における前記入力信号に基づく画像のコントラスト値を検出するコントラスト検出
手段と、検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色に順に変換す
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る検査用変換手段と、この検査用変換手段により文字の色が順に変換される毎に、前記コ
ントラスト検出手段により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対応付けて記
憶する記憶手段と、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色を前
記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することにより
、前記画像に含まれる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換
する第１の色変換手段と、を備えたものとした。
【００１２】
　また、請求項２の発明にあっては、前記第１の色変換手段は、前記画像に含まれる文字
の色に加え、当該文字の背景の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なるとともに変換
後の文字色の違いに応じた色に変換するものとした。
　また、請求項３の発明にあっては、前記検査用変換手段は、検査用の投影期間に、前記
画像に含まれる文字の色とともに文字の背景の色を複数の検査色に順に変換し、前記記憶
手段は、この検査用変換手段により文字の色とともに文字の背景の色が順に変換される毎
に、前記コントラスト検出手段により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対
応付けて記憶し、前記第１の色変換手段は、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像
に含まれる文字の色とともに文字の背景の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコント
ラスト値が対応する検査色に変換するものとした。
【００１８】
　また、請求項４の発明にあっては、前記入力信号に基づく画像に含まれる文字部分を検
出する文字検出手段を備え、前期第１の色変換手段は、前記文字検出手段により検出され
た文字部分の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色に
変換するものとした。
　また、請求項５の発明にあっては、入力された入力信号がドキュメントデータであるか
否かを認識する認識手段を更に備え、前記認識手段により入力信号がドキュメントデータ
であると認識された場合、前記第１の色変換手段は、前記画像に含まれる文字の色を前記
記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換するものとした。
　また、請求項６の発明にあっては、当該プロジェクタは、複数の投影モードを備え、ユ
ーザにより前記複数の投影モードのうち、第１の投影モードが選択されている場合、前記
第１の色変換手段は、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色と
ともに文字の背景の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検
査色に変換するものとした。
　また、請求項7の発明にあっては、ユーザにより前記複数の投影モードのうち、前記第
１の投影モードと異なる第２の投影モードが選択されている場合、前記画像に含まれる文
字の色とともに文字の背景の色を反転させることにより前記画像に含まれる文字の色を前
記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第２の色変換手段を更に備える
ものとした。
　また、請求項８の発明にあっては、入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して表
示させるプロジェクタ装置において、前記画像に含まれる文字の太さを前記入力信号に基
づく元の太さ以上に増大させる太さ変換手段を備えたものとした。
【００２０】
　また、請求項９発明にあっては、入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して表示
させるプロジェクタ装置における前記画像の投影方法であって、前記任意の投影面に表示
されている状態における前記入力信号に基づく画像のコントラスト値を検出するコントラ
スト検出ステップと、検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色
に順に変換する検査用変換ステップと、この検査用変換手段により文字の色が順に変換さ
れる毎に、前記コントラスト検出手段により検出されるコントラスト値を、変換中の検査
色に対応付けて記憶する記憶ステップと、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に
含まれる文字の色を前記記憶手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色
に変換することにより、前記画像に含まれる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは
異なる所定の色に変換する第１の色変換ステップと、を備えた方法とした。
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【００２２】
　また、請求項１０の発明にあっては、入力信号に基づく画像を任意の投影面に投影して
表示させるプロジェクタ装置が有するコンピュータを、前記任意の投影面に表示されてい
る状態における前記入力信号に基づく画像のコントラスト値を検出するコントラスト検出
手段、検査用の投影期間に、前記画像に含まれる文字の色を複数の検査色に順に変換する
検査用変換手段、この検査用変換手段により文字の色が順に変換される毎に、前記コント
ラスト検出手段により検出されるコントラスト値を、変換中の検査色に対応付けて記憶す
る記憶手段、前記検査用の投影期間の終了後に、前記画像に含まれる文字の色を前記記憶
手段に記憶された最も高いコントラスト値が対応する検査色に変換することにより、前記
画像に含まれる文字の色を前記入力信号に基づく元の色とは異なる所定の色に変換する第
１の色変換手段、として機能させるためのプログラムとした。
【発明の効果】
【００３２】
　以上のように本発明においては、文書を投影した際における文字の視認性を向上させる
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の一実施の形態を図にしたがって説明する。
　（実施形態１）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るプロジェクタ装置１の電気的構成を示すブロ
ック図である。
【００３５】
　プロジェクタ装置１は、図示しない本体に設けられるとともに、例えばパーソナルコン
ピュータ等の外部機器との映像入出力の接続のためのＵＳＢ端子、映像入力用のミニＤ－
ＳＵＢ端子、Ｓ端子、及びＲＣＡ端子等からなる入出力コネクタ部２を備えている。
【００３６】
　入出力コネクタ部２より入力された各種規格のドキュメントデータや画像信号等の入力
信号は、入出力インタフェース（Ｉ／Ｆ）３、システムバスＳＢを介して画像変換部４で
所定のフォーマットの画像信号に統一された後に、投影エンコーダ５へ送られる。投影エ
ンコーダ５は、送られてきた画像信号をビデオＲＡＭ６に展開記憶させた上でこのビデオ
ＲＡＭ６の記憶内容からビデオ信号を発生して投影駆動部７に出力する。
【００３７】
　投影駆動部７は、送られてきた画像信号に対応して所定のフレームレート（例えば３０
フレーム／秒）で空間的光変調素子（ＳＯＭ）８を表示駆動する。そして、この空間的光
変調素子８に対して、例えばリフレクタや光源ランプ等からなる光源部９から出射する光
を照射することにより、その反射光で光像が形成され、それが投影レンズ１０を介して任
意の投影面１００に投影表示される。また、投影レンズ１０は、ズーム（変倍）及びフォ
ーカスの調整機能を有するレンズ群から構成されており、レンズモータ１１によって駆動
されることでズーム位置及びフォーカス位置が適宜調整される。
【００３８】
　一方、プロジェクタ装置１は制御部１２により各部の動作を制御されている。制御部１
２は本発明の色変換手段、色判定手段であって、主としてＣＰＵ、及びＣＰＵが各部の制
御に必要とするプログラム及び各種データを固定的に記憶したＲＯＭ１２ａ、及びワーク
メモリとして使用されるＲＡＭ１２ｂ等により構成されており、前記ＲＯＭ１２ａには、
特にＣＰＵに後述する動作を行わせるためのプログラムと、文字フォント（書体データ）
、後述する色決定テーブルＴ（図２参照）を構成するデータが記憶されている。
【００３９】
　また、制御部１２には、前述した入出力インタフェース３、画像変換部４、投影エンコ
ーダ５に加え、表示駆動部１３、色検出部１５がシステムバスＳＢを介して接続されてい
る。表示駆動部１３は、制御部１２からの指令によって液晶表示パネルで構成される表示
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部１４を駆動し、表示部１４に装置の動作状態や、各種のガイドメッセージ等を表示させ
る。
【００４０】
　色検出部１５は、プロジェクタ装置１が投影像を表示させる前記投影面１００の色情報
を検出する色検出センサと、色検出センサの検出信号を増幅するアンプ、増幅後の検出信
号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器等からなり、検出結果を制御部１２に出力する
。本実施の形態において前記色検出センサは、フィルタを使用して光をＲＧＢの３色に分
離し、色別の明るさを検出する複数の光センサからなるＲＧＢセンサである。なお、これ
以外にも前記色検出センサには、投影面１００における投影像の投射エリアの色情報が検
出できるものであれば、例えばカラーフィルタを備えた固体撮像素子（カラーＣＣＤ等）
を使用することができる。また、プロジェクタ装置１には、図示しない装置本体において
前記投影レンズ１０の近傍に配置され、前記色検出センサによる、投影面１００における
投影像の投射エリア内の色情報の検出を可能とする光学系１６が設けられている。
【００４１】
　さらに、制御部１２には、キー入力部１７が接続されている。キー入力部１７は、ユー
ザーがプロジェクタ装置１の操作に使用する電源ボタンを含む各種の操作ボタンを含み、
いずれかの操作ボタン等の操作に伴い、その操作内容を示す操作信号を制御部１２に入力
する。
【００４２】
　図２は、前述した色決定テーブルＴを示す概念図である。色決定テーブルＴは、予め決
められている複数の検出色（ｓｃｒ－Ｃ１，ｓｃｒ－Ｃ２，・・・ｓｃｒ－Ｃｎ）に対応
する文字色（ｔｘｔ－Ｃ１，ｔｘｔ－Ｃ２，・・・ｔｘｔ－Ｃｎ）と、背景色（ｂｇｄ－
Ｃ１，ｂｇｄ－Ｃ２，・・・ｂｇｄ－Ｃｎ）とを示すテーブルである。ここで上記検出色
は前記色検出部１５において検出可能な投影面１００の色であり、また文字色及び背景色
は、ある色の投影面１００に文字を投影したとき、その投影面１００上において文字と背
景とのコントラスト（明暗の差）が大きくなる組合せの色であって、表示用の文字色及び
背景色である。例えば黒板の色（黒や深緑等）である検出色には、文字色として白が設定
され、かつ背景色として黒が設定されている。
【００４３】
　そして、プロジェクタ装置１においては、投影モードとして通常モード、自動モード、
黒板モードとの３種類の投影モードが用意されており、ユーザーがいずれかの投影モード
を選択的に設定可能となっている。なお、黒板モードは、黒板に対する投影時の使用を前
提として設けられている投影モードである。
【００４４】
　次に、以上の構成からなるプロジェクタ装置１の本発明に係る動作について説明する。
図３は、電源投入後に前記制御部１２が実施する処理の内容を示したフローチャートであ
る。
【００４５】
　制御部１２は電源投入等に伴い動作を開始した後、入出力コネクタ部２より入力された
入力信号がドキュメントデータであるか否かを確認し、ドキュメントデータでなければ（
ステップＳＡ１でＮＯ）、直ちに入力信号に基づく画像を投影する（ステップＳＡ６）。
また、入力信号がドキュメントデータであり（ステップＳＡ１でＹＥＳ）、かつそのとき
の投影モードが通常モードであったときにも（ステップＳＡ２，ＳＡ４が共にＮＯ）、直
ちに入力信号（ドキュメントデータ）に基づく画像を投影する（ステップＳＡ６）。
【００４６】
　一方、入力信号がドキュメントデータであった場合には（ステップＳＡ１がＹＥＳ）、
投影モードが自動モードであれば（ステップＳＡ２がＹＥＳ）、図４の自動変換処理を実
行し（ステップＳＡ３）、係る処理を経た後のドキュメントデータに基づく画像を投影し
（ステップＳＡ６）、また、投影モードが黒板モードであれば（ステップＳＡ２でＮＯ、
ステップＳＡ４がＹＥＳ）、図５の黒板用変換処理を行い（ステップＳＡ５）、係る処理
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を経た後のドキュメントデータに基づく画像を投影する（ステップＳＡ６）。
【００４７】
　図４に示したように自動変換処理においては、例えば所定の輝度の白色画像を生成し、
それを投影した状態で、前記色検出部１５によって投影面１００の色情報（ＲＧＢの色別
の明るさ）を検出し（ステップＳＢ１）、その検出結果に基づき投影面１００の色を判定
する（ステップＳＢ２）。次に、判定した色に対応する表示用の文字色と背景色とを前述
した色決定テーブルＴ（図２参照）から取得した後（ステップＳＢ３）、ドキュメントデ
ータにおける文字色と背景色とを確認する（ステップＳＢ４）。
【００４８】
　ここで、確認した文字色と背景色との双方が、色決定テーブルＴから取得した表示用の
文字色と背景色と一致している場合には（ステップＳＢ５，ＳＢ７が共にＹＥＳ）、何も
せず自動変換処理を終了して図３のメインフローへ戻る。
【００４９】
　これに対し、確認した文字色が表示用の文字色と異なる場合には（ステップＳＢ５でＮ
Ｏ）、ドキュメントデータにおける文字色を表示用の文字色に変換し（ステップＳＢ６）
、また確認した背景色が表示用の背景色と異なる場合には（ステップＳＢ７でＮＯ）、ド
キュメントデータにおける背景色を表示用の背景色に変換した後（ステップＳＢ８）、図
３のメインフローへ戻る。つまり自動変換処理では、入力したドキュメントデータにおけ
る文字色と背景色とを、常に投影面１００の色に応じた組合せであって、文字と背景との
コントラストが最大となる組合せの色に変換する処理を行う。
【００５０】
　これにより、前述したステップＳＡ６においては、投影面１００上に文字の視認度が高
い状態の文書が表示されることとなる。図６は、投影面１００の色が「ｓｃｒ－Ｃ１」で
あるとき、上述した自動変換処理に伴い文字色が「ｔｘｔ－Ｃ１」に、かつ背景色が「ｂ
ｇｄ－Ｃ１」に変換された後、投影面１００上に投影される文書の投影状態（ａ）と、自
動変換処理を経ない通常モードで投影面１００上に投影された場合の文書の投影状態（ｂ
）との間における文字の視認度の違いを便宜的に示した図である。
【００５１】
　次に、前述した黒板用変換処理について説明する。図５に示したように黒板用変換処理
においては、まずドキュメントデータにおける文字色と背景色とを確認する（ステップＳ
Ｃ１）。ここで、背景色が白で、かつ文字色が黒であれば（ステップＳＣ２でＹＥＳ）、
文字色と背景色とを反転する。すなわち文字色を白に、かつ背景色を黒に変換する（ステ
ップＳＣ３）。さらに、使用されている文字フォントを確認し（ステップＳＣ４）、それ
が太字のフォントでない場合には（ステップＳＣ５でＮＯ）、文字フォントを太字のフォ
ントに変換した後（ステップＳＣ６）、図３のメインフローへ戻る。なお、ドキュメント
データにおける背景色が白で、かつ文字色が黒でなかった場合には（ステップＳＣ２でＮ
Ｏ）、ステップＳＣ３の処理を行うことなく、また使用されている文字フォントが既に太
字のフォントであった場合には（ステップＳＣ２でＹＥＳ）、ステップＳＣ６の処理を行
うことなく黒板用変換処理を終了して図３のメインフローへ戻る。
【００５２】
　これにより、前述したステップＳＡ６においては、例えば図７（ａ）に示すように背景
色が白、文字色が黒の一般的なドキュメントデータに基づく文書を黒板（緑色のものを含
む）に投影する際、図７（ｂ）に示したような文字と背景とのコントラストが低い状態、
すなわち黒板用変換処理を経ない通常モードで投影面１００上に投影された場合の状態に
比べ、図８（ａ）に示したように文字と背景とのコントラストが高い状態で投影面１００
上に投影（表示）される。
【００５３】
　そして、上述した動作による投影中には、入力信号に変更があるまで（ステップＳＡ７
でＮＯ）、ステップＳＡ６による投影を継続して行い、入力信号に変更があれば（ステッ
プＳＡ７でＮＯ）、その時点で、ステップＳＡ１へ戻り上述した処理を繰り返す。
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【００５４】
　以上のように本実施の形態によれば、ドキュメントデータに基づく文書を投影するとき
、その投影面積の大部分が文字の背景（地）の部分であったとしても、ユーザーによって
自動モードが選択されている場合にあっては、文字色と背景色との組合せを投影面１００
の色に応じた組合せであって文字と背景とのコントラストが高くなる組合せに変換するこ
とにより、投影する文書を文字の視認性が高い状態で投影面１００上に表示することがで
きる。
【００５５】
　また、黒板モードが選択されている場合にあっては、文字色が黒でかつ背景色が白の場
合に文字色と背景色と反転させることによって文字と背景とのコントラストを高くし、さ
らに文字を太字に変換することによって文字を際立たせることにより、投影する文書を文
字の視認性が高い状態で投影面１００上に表示することができる。しかも、投影面（黒板
）１００には、背景部分の余分な光が当たらないため、図８（ｂ）に示したように、文書
の投影中に、投影面（黒板）１００上に文字等を追記する場合には文字等が書きやすくな
る。同時に、投影像（文書）を長時間見る場合における目の疲れ度合を低下させることが
できる。
【００５６】
　ここで、本実施の形態においては、投影動作中には、設定されているいずれかの投影モ
ードによる投影動作を繰り返し行うようにしたが、これに限らず、自動モードまたは黒板
モードによる投影動作、すなわち前述した自動変換処理（図４）または黒板用変換処理（
図５）は、ユーザーによる所定のキー操作があったときにだけ、すなわち必要なときにだ
け一時的に行うようにしてもよい。その場合、自動モードまたは黒板モードへの一時的な
移行を、入力信号がドキュメントデータである場合にのみ許容する構成とすればよい。
【００５７】
　また、本実施の形態においては、投影モードとして通常モードの他に自動モードと黒板
モードとが設けられたプロジェクタ装置１について説明したが、自動モードと黒板モード
とのいずれか一方のみを設けるようにしてもよい。なお、通常モードの他に黒板モードの
みを設けるのであれば、当然の如く前述した色検出部１５及び光学系１６と、色決定テー
ブルＴのデータは不要である。
【００５８】
　また、自動モードで使用する前述した色決定テーブルＴ（図２）には、所定の検出色に
対応する文字色と背景色とのいずれか一方に無色（透明）を設定しておくようにしてもよ
い。
【００５９】
　また、自動モードでは、入力したドキュメントデータにおける文字色と背景色とを、文
字と背景とのコントラストを最大とする組合せの色に自動的に変換させたが、文字色のみ
を投影面１００の色に応じた色に変換させてもよい。
【００６０】
　また、黒板モードでは、入力したドキュメントデータにおける文字色が黒でかつ背景色
が白である場合ついてのみ文字色と背景色の色を反転させたが、これに限らず、文字色と
背景色との組合せが他の色の組合せである場合にも双方の色を反転させたり、さらには双
方の色を無条件に反転させたりしてもよい。
【００６１】
　また、黒板モードでは、入力したドキュメントデータにおける文字色と背景色とを反転
する処理と、文字を太字へ変換する処理とを行うようにしたが、いずれか一方の処理のみ
を行うようにしてもよい。
【００６２】
　また、本実施の形態では、投影面１００の色を自動的に判定し、文字色と背景色とを投
影面１００の色に応じた組合せの色に変換する自動モードを設けるようにしたが、以下の
ようにしてもよい。例えば所定のキー操作により複数の候補色の中から投影面１００の色
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に一致又は類似する近い色をユーザーに選択させ、文字色と背景色、または文字色のみを
、選択された色に対応して予め決められている所定の組合せの色、または所定の色にそれ
ぞれ変換する投影モードを設けてもよい。
【００６３】
　さらに、特定の投影モードを設けることなく、ユーザーによって所定のキー操作が行わ
れる毎に、文字色と背景色とを変換するとともに、その組合せを予め決められている順に
複数種の組合せ（投影面１００の色がある色であるとき、文字と背景とのコントラストを
大とする組合せ）に変更するようにしたり、または文字色のみを、予め決められている複
数の候補色のいずれかに順に変換したりする構成としてもよい。
【００６４】
　（実施形態２）
　次に本発明の第２の実施の形態について説明する。図９は、本発明の第２の実施の形態
に係るプロジェクタ装置５１の電気的構成を示すブロック図である。図から明らかなよう
に、このプロジェクタ装置５１は、図１に示したプロジェクタ装置１において、前述した
色検出部１５が撮像部５２に変更された構成である。
【００６５】
　撮像部５２は、プロジェクタ装置５１が投影像を表示させる投影面１００を撮像する固
体撮像素子（ＣＣＤ等）と、固体撮像素子から出力された撮像信号をデジタルの画像デー
タ（白黒の画像データ）に変換するための信号処理回路等からなり、前記制御部１２から
の指示に応じて投影面１００を撮像し、制御部１２へ画像データを出力する。なお、本実
施の形態において、前記光学系１６は撮像部５２による投影面１００における投影像の投
射エリアの撮像を可能とするものである。
【００６６】
　また、本実施の形態において、制御部１２のＲＯＭ１２ａには第１の実施の形態で説明
した色決定テーブルＴを構成するデータは記憶されておらず、またＣＰＵに第１の実施の
形態と異なる後述する動作を行わせることにより、制御部１２を本発明の検査用変換手段
、太さ変換手段として機能させるためのプログラムが記憶されている。また、本実施の形
態においては制御部１２のＲＡＭ１２ｂが本発明の記憶手段であり、撮像部５２と制御部
１２とによって本発明のコントラスト検出手段が構成されている。なお、これ以外の構成
については、図１に示したものと同様であるため、同一の符号を付し説明を省略する。
【００６７】
　そして、本実施の形態のプロジェクタ装置５１においても、投影モードとして通常モー
ド、自動モード、黒板モードとの３種類の投影モードが用意されており、ユーザーがいず
れかの投影モードを選択的に設定可能となっており、電源投入後には制御部１２が図３に
示した処理を行う。ただし、前述したステップＳＡ３では、第１の実施の形態とは異なる
図１０に示した内容の自動変換処理を実行する。
【００６８】
　すなわち本実施の形態における自動変換処理では、まず、入力したドキュメントデータ
における文字の色を、予め決められている複数の検査色のうちの１番目の検査色に変更し
た後（ステップＳＢ１０１）、変更後のドキュメントデータに基づく画像を投影し（ステ
ップＳＢ１０２）、その投影状態における画像を前記撮像部５２によって撮像する（ステ
ップＳＢ１０３）。そして、撮像した画像についてコントラスト値を演算し、その結果を
、そのときの検査色と対応させてＲＡＭ１２ｂ（記憶手段）に記憶する（ステップＳＢ１
０４）。
【００６９】
　以後、ステップＳＢ１０１にてドキュメントデータにおける文字の色を他の検査色に順
に変更させながら前述した処理を繰り返す（ステップＳＢ１０５でＮＯ）。そして、文字
の色を複数色の検査色うちの最後の色に変更した上で前述した処理が終了したら（ステッ
プＳＢ１０５でＹＥＳ）、入力したドキュメントデータにおける文字の色を、ステップＳ
Ｂ１０４で記憶されている最大のコントラスト値が対応する検査色に変換する（ステップ
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ＳＢ１０６）。つまり本実施の形態における自動変換処理では、入力したドキュメントデ
ータにおける文字色を、そのドキュメントデータに基づく画像を投影面１００に実際に投
影したとき最大のコントラスト値が得られる色に変換する処理を行う。しかる後、図３の
メインフローへ戻る。
【００７０】
　以上のように本実施の形態においては、ユーザーにより自動モードが選択されている場
合にあっては、ドキュメントデータに基づく文書を投影するとき、その投影面積の大部分
が文字の背景（地）の部分であったとしても、文字色を投影面１００の色に応じた色であ
って文字と背景とのコントラストが高くなる色とすることにより、投影する文書を文字の
視認性が高い状態で投影面１００上に表示することができる。また、投影モードとして黒
板モードが選択されている場合の効果については、第１の実施の形態と同様である。
【００７１】
　なお、本実施の形態における自動モードでは、ドキュメントデータに基づく画像を投影
面１００に実際に投影したとき最大のコントラスト値が得られるよう、入力したドキュメ
ントデータにおける文字色のみを所定の色に変換するものとしたが、文字色だけでなく背
景色も合わせて他の色に変換させてもよい。その場合、前述した自動変換処理においては
、文字色を複数の検査色に順に変更してコントラスト値を取得するだけでなく、文字色を
変更する毎に背景色を複数の検査色に順に変更してコントラスト値を取得するようにすれ
ばよい。
【００７２】
　また、本実施の形態においても、投影モードとして通常モードの他に前述した自動モー
ドのみを設けた構成としてもよい。
【００７３】
　ここで、以上説明した第１及び第２の実施の形態においては、自動モードや黒板モード
が、入力信号がドキュメントデータである場合にのみ有効な投影モードである場合につい
て説明したが、これとは別に、入力信号が例えばＲＧＢデータ等の画像データである場合
に有効な以下のような投影モードを設けるようにしてもよい。
【００７４】
　例えば入力した画像データから、画像認識技術によって文字部分を認識し、その結果に
基づき文字部分の色と背景部分の色の双方、またはいずれか一方を他の色に変換したり、
さらには文字部分と背景部分の色を反転させたり、また文字部分の輪郭を検出し、検出し
た輪郭を太くすることによって結果的に文字を太文字に変換したりする投影モードを設け
るようにしてもよい。係る投影モードを用いれば、入力信号がＲＧＢデータ等の画像デー
タであるばあいにおいて、前述した自動モードや黒板モードを用いる場合と同様に、文字
の視認性が高い状態の文書を投影面１００上に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】第１の実施の形態を示すプロジェクタ装置のブロック図である。
【図２】色決定テーブルを示す概念図である。
【図３】第１及び第２の実施の形態に共通する投影時の動作を示すフローチャートである
。
【図４】第１の形態における自動変換処理の内容を示すフローチャートである。
【図５】第１及び第２の実施の形態に共通する黒板用変換処理の内容を示すフローチャー
トである。
【図６】第１の形態において、自動モードによる投影時（ａ）と通常モードによる投影時
（ｂ）とにおける文字の視認度の違いを便宜的に示した図である。
【図７】（ａ）は、ドキュメントデータに基づく文書の例、（ｂ）は、その文書を通常モ
ードで投影したときの状態を示す図である。
【図８】図７（ａ）の文書を黒板モードで投影したときの状態を示す図である。
【図９】第２の実施の形態を示すプロジェクタ装置のブロック図である。
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【図１０】第２の形態における自動変換処理の内容を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　プロジェクタ装置
　３　　入出力インタフェース（Ｉ／Ｆ）
　４　　画像変換部
　７　　投影駆動部
　８　　空間的光変調素子（ＳＯＭ）
　１２　　制御部
　１５　　色検出部
　１６　　光学系
　５１　　プロジェクタ装置
　５２　　撮像部
　１００　　投影面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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